
学校、公民館等の設置、管理等
教職員や事務局職員の人事
教育課程、生徒指導等
教科書その他の教材の取り扱い

予算に関すること
議会への議案の提出

首 長
（執行機関）

教育長
（首長の補助機関）

事務局
議 会

同

意

任
命
・
罷
免

教育長が管理・執行する事務

児童生徒等の就学、入学、転学、退学
学校の組織編制
校舎等の施設、教具等の設備の整備
教職員の研修
教職員、児童生徒の保健、安全、厚生、福利
学校等の環境衛生
学校給食
社会教育 など

特別な場合
のみ指示
＝独立性の担保

大綱的な方針の策定

委 員委 員委 員委 員

教育委員会の議を経て策定
勧告（首長又は教育長の事務が大綱的な方針に反する場合、

政治的中立性の確保のため必要がある場合等）

教育委員会の
議に基づいて

基本方針を策定

教育委員会（首長の附属機関）

点検・評価し、
勧告を行う

制度改革案その１

首長が定める大綱的方針の審議

・学校・公民館等の設置、管理等の基本方針

・教職員等の人事異動の基準、懲戒処分の
基準

・教育内容の基本的な事項

・教科書採択の基準 など

教育委員会の議を
経て毎年基本施策
を策定

教育長が毎年定める基本施策の審議

教育長の事務執行を毎年、点検・評価

首長又は教育長の諮問を受け、答申

首長又は教育長に勧告

首長が管理・執行する事務

教育委員会の審議事項

･･･
特別な場合とは：

・ 教育長が行う事務の管理及び執行が著しく
適正を欠く場合や、児童、生徒等の生命又は
身体の保護のため緊急の必要がある場合など

*
*

委 員
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